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月例総会議事録

１ 招集日時 令和３年５月19日（水）

２ 開会日時及び場所

令和３年５月19日（水） 午後１時45分

防府市役所１号館３階 南北会議室

３ 閉会日時 令和３年５月19日（水） 午後２時40分

４ 委員氏名

(1)出席者（10名）

（２番）石川 眞平 （５番）木原 伸二 （７番）小山  （８番）田村 正信

（10番）吉本 典正 （11番）池田 寛 （12番）石田 卓成 （14番）末廣 儀久

（16番）原田 道昭 （17番）藤井 伸昌

(2)欠席者（８名）

（１番）池田 静枝 （３番）中山 博祐 （４番）山縣 洋 （６番）倉重 俊則

（９番）光井 憲治 （13番）熊安 悦子 （15番）林 孝志 （18番）横木 勉

５ 議事に参与した者

農業委員会事務局長 國本 勝也

〃 事務局長補佐 山口 佐貴子

〃 書 記 冨永 大志郎

〃 書 記 髙橋 茉里

６ 提出議案及び報告事案

議案第22号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第23号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第24号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第25号 農地転用事業計画変更申請承認について

議案第26号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決

定について

議案第27号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による協議につい

て

報告第29号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について

報告第30号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第31号 農地法第１８条第１項但し書きの規定による合意解約通知について
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報告第32号 農地法第３条の３の規定による届出について

報告第33号 農地法施行規則該当転用届について

報告第34号 時効取得の通知について

７ 会議の要領及び議決事項

議長 本日の出席委員が定数に達したので開会を宣言し、下記委員を署名委員に指名す。

７番 小山  委員

８番 田村 正信委員

──────────────────────────────

午後１時45分開会

○事務局 皆さん、こんにちは。ただいまから令和３年度５月の月例総会を開催いたします。

本日の月例総会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、月例総会成立に必要最低限の人

数の御出席とさせていただいております。本日は過半数の委員が御出席ですので、会議規則第６条

の規定により、総会が成立することを御報告いたします。

なお、会議で御発言のときは、議長の指名の後、マイクを使っていただきますようお願いいたし

ます。

また、会議の速やかな進行にも御協力いただきますようお願いいたします。

それでは、会長に御挨拶いただき、引き続き議長としての議事進行をよろしくお願いいたしま

す。

○藤井会長 皆さん、こんにちは。春作業も本格するっていうところですけれども、今年は予想外の

早い梅雨入りで、皆さん、大幅にスケジュールが狂われたんじゃないかというふうに思います。そ

んな中、今日は絶好の天気で、ここにおりたくないという思いの方もおられるでしょうけれども、

今日は必要最低限で議事進行をしていただきたいということで、１０名の皆さんにお集まりいただ

いた次第です。本来ならば、先月申しましたように、農地の非農地証明についての在り方につい

て、推進員の皆様も集めて一堂で議論するつもりでおりましたけれども、それはかないません。ま

た、収まったら改めて仕切り直したいというふうに思っておりますので、今日はこの人数での議事

進行、よろしくお願いいたします。

本日の議事録署名委員さんは、小山委員さんと田村委員さんにお願いいたします。

それでは、早速議案審議に入らせていただきます。

議案第２２号、事務局、説明お願いします。

○事務局 それでは、御説明いたします。

議案書の１ページ、資料の１ページからです。

議案第２２号農地法第３条の規定による許可申請について、今回提出された件数は１件、目的に
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ついては所有権の移転です。

別途営農計画書を御参照の上、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、１番、地元委員さん、説明お願いします。

○８番 ８番、田村です。

議案第２２号は、農地法第３条の規定による許可申請です。

５月１２日に現地確認と、───────────、───────────、───────

──────────────についてはなかなか連絡が取れず、５月１６日に聞き取り調査を電話にて行い

ました。

譲受人の───────────と譲渡人の─────────────────────────。────────は、遺産相続で

現地を相続しましたが、遠地のため現地の管理は無理とのことでした。また、────────は、現地

をどのようにされますかという問いに、─────────で、２００ｍ２ぐらいの広さでありましたの

で、当面は草刈り等を行い、作業機等の置場として使用したいということでした。

以上のことにより、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、通作距離などか

ら見ても問題がなく、農業委員会が定める別段面積も超えているため、許可要件を全て満たしてい

ます。

皆様の御審議をよろしくお願いします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。どうぞ。

○１２番 １２番、石田です。

機械の置場で使いたいということだったんですけど、それじゃあちょっとまずいような気が、農

業委員会としては、一応耕作目的ちゅうことじゃないとできんような気がするんですけど、計画書

にはそうやって書いちょるんですけど。

○８番 現場が、畑状で２００ｍ２ちゅうか、狭いんです。どうしてもそこに物を、酪農をやられてい

るので、牧草を植えるとかそういう状況でやるというのはちょっと難しいという感じを受けるんで

す、場所的には。

○１２番 おっしゃられたいことも、御本人さんの気持ちも分かるんですけど、一応農地、これ３条

で取得する目的として、一応耕作を目的としてないとまずいんじゃないかなと、建前上ですね。一

応営農計画書は、一応稲作やりますよちゅうこと書いちゃるんで、一応稲作やるちゅうことで説明

してもらわんと、委員会として大丈夫なんかなと思ったんで、ちょっと指摘させてもらったところ

です。

○８番 現場の土地の状況が、どう言ったらいいですか、もう道路と同じ面に入って、だから、もう

作るとしたら畑状況で作る以外はないちゅうか、という状況です。やっぱりそこを、それまでは草

刈りに何度か────────が来られてというか、ほかの方なんだけど、刈ってもらっていらっしゃっ
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たみたいなんです。それで、どうしても現状ではやりづらいという面があるんで、────────にお

願いちゅうか、感じちゅうか、なったんですけど。

○藤井会長 ほかの皆さん、どうですかね。

○１０番 １０番、吉本です。

３条の農地の買い取りっていうのは、あくまでここに書いてあるように、もう利用は農地として

利用する。だから、畑として利用するっていうんだったらいいと思うんです。高いから、ヒノヒカ

リとか何か稲を植えるって書いてあるけど、実態として今田村さん言われるのは、稲は植えられん

かも分からんけど、やっぱりいきなり３条で買うて、物が植えられんから物を置くとか、ああいう

ことじゃあ全く３条の趣旨にそぐわんということですよね。だから、やはり畑で何か、どういいま

すか、あれでもええですいね、野菜じゃないでも、柑橘類でもいいし、そういうのを植えて畑地と

して活用するという目的であれば、農業委員会としても了解できるんですが、以上です。

○８番 だから、一応その辺、ちょっと現状の言われたあれでは許可が出づらいので、畑をという

か、畑地として耕作される方向でお願い、再度したいと思います。

○藤井会長 それでお願いします。今、今回ここに議案として上がってきた趣旨としてはそういう説

明でしたんで、それじゃあ認められんということで、これ１回保留にさせていただけないでしょう

か。改めてそれを確認していただいて、畑地として使用するっていう確約を頂いたらまたかけてい

ただくということにさせていただきたいんですけど、どうですか、皆さん。ぜひ、その辺のところ

ももう一回確認してください。

もう、それがもしかなわないようでしたら、５条で農業用施設機械置場というような形で申請し

直していただくか。それにしても、これ２つに、各部に分かれておるから、これもうちょっと利用

方法、難しい面もあろうかと思うんですけど、それは、そのどっちかでちょっと考えていただきた

いと思いますので、１回、今回これは保留というか、取り下げというか、どっちの扱いがいいんで

すか、事務局。

○事務局 保留ということで。

○藤井会長 はい。そういうことで、地元委員さん、もう一度確認をよろしくお願いいたします。

じゃあ、以上の決定で、皆さん、よろしいでしょうか。採決をします。保留という形でよろしい

とおっしゃる方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員承認ということで、１番は保留させていただきます。

続きまして、議案第２３号、事務局、説明お願いします。

○事務局 それでは、御説明いたします。

議案書は２ページ、資料は３ページからとなります。
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議案第２３号は、農地法第４条の規定による許可申請についてですが、今回提出された件数は

２件です。

この２件の転用目的の内訳ですが、農家住宅の敷地拡張が１件、付け替えの里道が１件です。

受付番号１は、農家住宅の敷地拡張です。資料は３ページになります。農地区分は集団農地面積

１４.５㏊の農地で、第１種農地と判断します。農用地区域内の農地ですが、農用地区域指定前か

らの宅地のため、除外手続は不要です。

受付番号２は、付け替えの里道です。資料は９ページになります。農地区分は集団農地面積

０.８㏊の農地で、市役所大道出張所から約２２０ｍの場所にあり、規則第４３条第２号に該当す

る第３種農地と判断しております。

以上になります。

○藤井会長 それでは、１番、地元委員さん、説明をお願いします。

○事務局 失礼しました、すいません。出張所は華城出張所でした、すいません。

○５番 ５番の木原です。

議案第２３号の１は、農家住宅の敷地拡張です。

５月１２日に事務局と田村委員さんとで現地確認をして、───────────────にお話を聞きまし

た。

場所は、───────────────────にあります。今まで

は

、────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────。このたび、相続する過程で宅地の一部が転用の許可を取っていないことが分かり、申請

となりました。この件では、始末書が提出されています。

また、この辺りは１種農地でありますけど、施行規則第３３条第４号の集落接続が適用されま

す。

皆様の御審議よろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 御意見がないようですので、採決に入ります。承認いただける方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員賛成ということで、１番は承認いたします。

続きまして、２番、地元委員さん、説明お願いします。

○７番 ７番、小山です。

議案第２３号の２について説明いたします。
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資料は、９ページからになります。

本件は、ＪＡ華城から１００ｍ、華城出張所からは２２０ｍの西に位置しております。付近一帯

は、住宅が密集する市街地並みの住宅地域となっております。

本件は、先月────────────────が、───に農地を生前贈与され、───がそこに自己用住宅を建

てられるということで、５条申請があった事案の続きでございます。

資料は１３ページになりますが、この図面でいきますと、上の黒く塗った部分が今回の付け替え

道路でございます。左のほうに、左の隅のほうの下に向かって斜線が引いてありますけども、ここ

が今までの里道でございます。ここをもう使う人はいないということで、用途廃止されるために市

に相談された結果、付け替え道路が要るということで、今回の申請に及んだものでございます。

１１ページにございますけども、左上のほうに────────────────────は、現在もう畑で使わ

れております。これらの畑に行きますのに、今回の付け替え道路がないと行けないということにな

りますので、今回の付け替えの申請に及んだものでございます。

付け替え道路の４８ｍ２につきましては、─────、１１ページのところですけども、右側のほう

に公道というのがありますが、────の下のちょっと広い部分についても、一応つながりとの関係

もありまして、これを一括して市に寄附されるということで、これはもう現在、ここの部分につい

ては４８ｍ２に含まれておりませんけども、もうコンクリートで道路の一部を成しております。今

までは取付け、田んぼに入る進入路というような形で使われておったところでございます。

以上のことで……、それともう一つ、───────というのが、ちょっと真ん中より下のほう

に、────────にありますが、ここと──────については、標示されておりますように「眼境」で標

示されております。これは、いずれも────の土地ということで、この辺一帯が────の土地になっ

ており、里道としても使われていないと、もう一体利用されておるということで、今回の申請に及

んだものでございます。

農地法に係る許可の基準については、先ほど補佐から話がありましたように、３種農地になって

おります。そういうことで、特に問題はなかろうかと思います。

また、一般基準の転用の確実性、転用面積の妥当性についても許可基準に該当すると判断しま

す。

皆さんの御審議よろしく。

１つほどつけ加えますと、ちょっと私も去年の７月から委員になったということもあって、勉強

不足で、本件は５条じゃないんかということで、ちょっと事務局のほうに相談をいたしました。一

応、考え方として、農地は付け替え道路をすることでの転用、しかる後に、どういいますか、農

地、田んぼから今度は雑種地に種目変更すると、その種目変更をした上で市のほうに寄附するとい

うことになるんで、所有権の移転の段階では、農地を移転するんでなしに、一旦種目変更をした上
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で雑種地にして市に寄附するということで、４条で問題がないんだと、こういう御見解を頂きまし

て、納得をいたしました。一応御披露させていただきます。

以上です。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方お願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 よろしいですか。最後の小山委員さんの説明、４条でこういう形になったということに

関しても、皆さん、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 御意見がないようですので、採決に入ります。承認いただける方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員賛成ということで、２番は承認いたします。

続きまして、議案第２４号、事務局、説明お願いします。

○事務局 議案書は３ページ、資料は１５ページからとなります。

議案第２４号は、農地法第５条の規定による許可申請についてですが、今回提出された件数は

３件です。そのうち１件は取下げとなっております。

２件の転用目的の内訳は、太陽光発電設備設置が１件、駐車場及び防災広場が１件です。

受付番号１は、太陽光発電設備です。資料は、１５ページになります。

農地区分は、集団農地面積３１.３㏊の農地で、大道出張所から４８０ｍの場所にあり、規則第

４５条第２項に該当する農地で、第２種農地と判断します。

受付番号２は、お寺の駐車場及び防災広場です。資料は、２１ページです。

農地区分は集団農地面積０.１㏊の農地で、いずれの法令にも該当しないため、第２種農地と判

断します。

受付番号３は、取下げとなっております。

以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、１番、地元委員さん、説明お願いします。

○１６番 １６番の原田です。

議案第２４号、１の許可申請は、────の農地を───────が譲り受けて、太陽光発電のために転

用したいという申請でございます。

現地確認を５月１２日に、事務局２名及び末廣委員と行いました。また、譲受人の───────の担

当者に、５月１３日に聞き取りをしました。また、譲渡人の────については、高齢のため

に──────────────に５月１５日に聞き取りをいたしましたので、これらについて御報告をいた

します。
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現地は、資料の１５ページから１７ページのとおりです。大道の小俣交差点の近くなんですけれ

ども、農地区分は第２種農地ということで、大道出張所から４８０ｍということになっておりま

す。

１５ページ、御覧になって分かるように、この辺り一帯はかなり転用が進んで、これほとんどが

太陽光発電です。１５ページの一番上の駐車場っていうのは、これは、────────の駐車場、すぐ

その下に四角く、斜線の中に四角い区画がある、これは個人の住宅のために転用されたものです

が、それ以外は全て太陽光発電ということで、今回の申請は８件目ということになります。

この辺りの一帯は、圃場整備がされていない地域なんです。下の……、何ていったらいいんだろ

う、これ……。今回の申請地のすぐ下に太い農道があるんですが、それから北側、この住宅地までの

間は、圃場整備されていない地域で、中にはかなり耕作放棄で荒れている土地もあるんですけれど

も、この辺り一帯は大道出張所から５００ｍ以内ということもあって、どうしてももう太陽光発電

にならざるを得ないなという状況はあります。

一応、譲渡人の────────、────────ですが、話を聞きましたら、この場所は昨年の９月まで

は畑として自家用の野菜を作っていたということです。ただ、その前後に太陽光発電にしないかと

いうお話を受けて、ほかにも────の農地があるんですが、実際には───ですけれども、────────

というのは、────の家と同じ敷地に家を建てられているんですが、実際にはもう────────が全部

管理をされているということで、ほかにも農地があるんで、今後のことを考えて手放すことにした

ということでした。

それから、───────については、今回、───────という方に話を聞いたんですが、───────と

いう方の──────────の代表です。今年の４月に設立された会社。何のために設立したんですかっ

て言ったら、要はこの事業をやるためにつくった会社ということで、───のほうは既に防府市に

３か所太陽光発電を所有しているということで、そういうこともあって、今回の物件について

は────の───────のほうの事業としてやるんだと、こういうお話でした。もちろん───────は施

工会社ではなくて、単に所有するだけということで、施工については─────────────ですか、こ

こが施工するというような話をされておりました。

───────によれば、ほかにも防府市に３か所あって、大道にも１か所所有しているということも

あって、現地の状況については大体把握をしているということでした。

それと、１７ページの──────の隣が──────っていう土地なんですが、これちょうど５００で、

その隣も約５００、４９６ｍ２ですか。この──────の土地も、今、耕作放棄地になって荒れている

んですが、今回、どうもこの２つをセットで太陽光にしたいということもあったらしいんですが、

結果的に──────のところは相続手続ができていなくて、売買の手続が全く取れないということ

で、結果的に────の土地だけでやるということになったようです。
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この申請地の周辺はほとんどが太陽光発電で、１７ページの────の農地のところに農道があり

ますが、その上に──────さんっていう農地があるんですが、─────────────、この２枚だけが

現在稲作をされています。この地域で稲作されているのはこの田だけということで、特に営農条件

に支障を生ずるというおそれもないと思いますので、事業計画等も確認しましたけれども、特に問

題点はないと思いますので、本件については転用もやむを得ないのじゃないかなというふうに考え

ます。

皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方はお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 ございませんか。では、私のほうから。

この────の土地の相続の関係の手続が済めば、いずれ太陽光になる可能性もあるということで

しょうか。

○１６番 可能性はあると思うんですが、─────────────、どうも近所の人に聞いてもかなり難し

いんじゃないかと。──────の名義の土地はほかにもあるんですけれども、いずれも本人が、本人

というか、売買ができないような状況の土地ばっかりで、第三者が作ろうにも、この土地以外は担

い手の方が作っているいい圃場もあるんです。ただ、ここだけが圃場整備されていなくて、中途半

端な広さということで。

実は、今回のこの太陽光の件に関しては、この地域で、１５ページの地図の中で、──────────

っていう家があるんですけども、隣が────っていう家なんですが、これ、──────なんです

が、──────────────、今、──────はいますけど、この────っていう方が、この近辺の太陽光全

て絡んでいます。業者との間を取り持つ中間的なブローカー的なことをやられている方がいらっし

ゃって、この近辺全部太陽光にしたいんだということで、私に何度も何度もここはだめなのかとい

う相談を持ちかけられています。

ただ、今残っているところは、ほとんどの地権者が売らないと言っているか、もしくは相続の関

係でトラブっているということで、太陽光にできないということです。だから、太陽光にできると

ころはほとんどもうできています。

だから、今、申請地のちょっと右側のところ、右側というか、ちょうど「申請地」って書いてある

字がありますね。ここも、実は前、話があったんですけども、ここ５００ｍちょっと超えているん

です。それで今、だめです。その上のほうは、基準が、当時の距離の基準が違っていたんでオー

ケーになっているんです。今現在は、このところだけがオーケーで、「申請地」って書いてある字の

辺り、ここはもう５００ｍ超えているんでアウトです。

○藤井会長 １種農地になる。
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○１６番 はい、１種農地、だめです、できないです。なぜできないんだって、相当しつこく言われ

ましたけど、私がいる限りは絶対だめですよということで言ってますんで。

だから、ちょっと────のところに関しては、恐らくまず無理だと思います。

○藤井会長 ありがとうございます。

もう一つ、今、１７ページの地図見とったら、もう懐かしい名前を見つけたんですけども、────

っていうのが左側にありますけど、ここの田んぼはどんなになっていますか。

○１６番 ここは、今現在、保全管理の状態、きれいにされています。

○藤井会長 本人とは連絡取れんでしょう。

○１６番 連絡取れないですね。誰がやっているのか分からないけど、この前見に行ったときは、こ

こきれいに刈ってありました。

○藤井会長 御承知のように、──────、新規就農者で。

○１６番 そうですよね。

○藤井会長 大分市をあげてバックアップしとったんですけど、今、消息不明みたいな感じになって

おるんで。

○１６番 たしか────の後か何かに入った人でしたかね、────っていうのは。

○藤井会長 ────のハウス一帯を借りて。

○１６番 あそこも今は分からんですね、行方不明ですね。

○藤井会長 使用していないと思うんですけどね。

○１６番 ここの────の土地は、きちんと草刈りがされています。

○藤井会長 ありがとうございました。関係ない話、すいません。

ほかに御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 よろしいですか。御意見がないようですので、採決に入ります。承認いただける方、挙

手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員賛成。

続きまして、２番、地元委員さん、説明お願いします。

○１１番 第１１番、農業委員の池田です。

議案第２４号の２は、────────と────────の農地を───が譲り受けて、駐車場１０台分です

が、それと防災広場に転用したいとの申請です。

現地確認を５月１２日に事務局２名と横木委員の４名で行い、譲渡人及び譲受人の聞き取りを

５月１３日に行いましたので、その結果を報告いたします。
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現地は、お手元資料の２２ページのとおり、県道の２４号防府徳地線を、市内中心部から徳地方

面へ向かっていくと、──────というのがありますが、──────のほうにございます。

譲渡人の────────は、自宅からも離れており、現在、畑としての耕作もしておられず、草刈り

が大変だというようなことで、どうにかしたいというようなことでした。それか

ら、────────も、現在、───ですけど、──に住んでおられ、──────────に住んでおられます

が、高齢で農地の管理ができない状態です。このため、双方合意の上、今回の申請に至ったもので

す。

─────も、当該地を───の駐車場の増設、既設部分が４０台分があるんですが、さらに１０台分

の駐車場ができる施設に増設ということで、また、非常時には地域住民の防災広場としても利用し

ていただくとのことです。

次に、この案件に係る農地法の許可基準について御説明します。

資料の２１ページにあるように、この農地区分は第２種農地です。周辺の他の土地では目的が達

成できない場合、許可となります。

また、一般基準の転用の確実性、転用面積の妥当性についても、許可基準に該当すると判断しま

す。

皆様の御審議のほどよろしくお願いします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 御意見がないようですので、採決に入ります。承認いただける方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。申請番号２番、承認とします。

続きまして、議案第２５号、事務局、説明お願いします。

○事務局 御説明します。

議案書は、４ページ、資料は３３ページからとなります。

議案第２５号は、農地法施行細則第６条の規定による事業計画変更承認申請で、１件提出があり

ました。変更内容は、建売住宅の区画数の変更です。

以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、地元委員さん、説明お願いします。

○１２番 １２番、石田です。

本案件なんですが、二、三か月前だったと思うんですけど、３区画ということで、農地転用の許

可申請出ていて、御承認いただいていた案件なんですけど、もともと３区画ほど建売を造るという

ことだったんですけど、これを４区画に変更ということで、変更の承認申請が出されているもので
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す。

昨日、一応現地を、今回、事務局とは一緒に現地確認しておりませんが、昨日現地確認したとこ

ろ、大方造成が終わっているような状態でした。特段周辺農家に与える影響等も変わりないので、

問題ないかなと思っております。

皆様方の御審議をよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。御意見のある方お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 御意見がないようですので、採決に入ります。御承認いただける方、挙手お願いしま

す。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員賛成、議案第２５号、１番、承認いたします。

続きまして、議案第２６号、２７号、一括上程させていただきます。事務局、説明お願いしま

す。

○事務局 それでは、御説明させていただきます。

議案第２６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて御説明させていただきます。

議案書の５ページから内容を記載しておりますので、御覧ください。

議案第２６号につきましては、令和３年５月２６日公告予定の利用権設定申請が９３件提出され

ております。農地の集積面積は２７万１,７９０ｍ２でございます。

内容といたしまして、使用貸借権の設定が８１件、賃貸借権の設定が１０件、所有権移転が

２件、新規２０件、更新４９件、再設定２４件となっております。

計画の内容は、議案に記載してあるとおりでございます。

本案件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条の第３項の各要件を満たしていると考え

ております。

続きまして、議案第２７号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農

用地利用配分計画案の協議について御説明させていただきます。

議案書２０ページから記載しておりますので、御覧ください。

議案第２７号につきましては、県で公告予定の利用権設定が３４件になります。

内容といたしましては、議案第２７号の番号、１番から１４番までにつきましては、前号の議案

第２６号の番号、７８番から９１番までについて、公社から貸付けを行うものです。

また、議案第２６号の番号、１５番から３４番につきましては、公社から貸し付ける相手方に変

更が生じたものでございます。
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以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○藤井会長 それでは、審議に入ります。質問並びに地元委員さんとして説明が必要と思われること

がありましたら、発言いただきたいと思います。どうぞ。

○１１番 １１番、池田です。

ちょっとお尋ねいたしますが、８ページの番号２４番から３１番までですか、───────っていう

方が利用権の設定を受けておられますが、──────、かなりの筆があるんですけど、新規もあるよ

うですが、これ、お一人耕作というのは、本人元気でやっておられるんでしょうか。

○藤井会長 地元委員さん、説明を。

○１２番 地元委員で説明させていただきます。

名義がこれ、───────で経営されているんですけど、──────────、実際には──────────にな

ったのかな、過ぎぐらいかな、─を過ぎたぐらいの────が一生懸命やられています。名義は昔か

ら────のまんまでずっとされていたんで、その流れでずっとそのままいっているということでご

ざいます。

○１１番 分かりました。

○藤井会長 この方は、今まで兼業だったと思うんですけれども、何か専業になられたんでしょう。

まだあれですか、名義変えられる予定はないんですか。

○１２番 そうですね、その辺の話はしたことないんですけど、昨年かな、もともとは兼業で土木

と、土木を冬場とか、百姓時期以外は土木やりながら、百姓時期には休んでやるということをやら

れていたんですけど、昨年専業になられて、ちょっとまたその辺の話をしましょう。

○藤井会長 お願いします。

ほかに何かございませんか。

余談になりますけど、１つ、設定期間ですけど、いろいろ５年とか１０年とかあるんですけど、

今まではこれ、１０年ぐらいが一番多かったんですけども、その理由としては、市のお金で集積し

た農家に、期間によって補助金というか、助成があったんですけれども、それが、その予算が今

年、今年度からなくなったのかな、前年度から……、去年か、前年度からなくなったんですね。それ

が結果的になくなったんで、１０年の契約してもあんまり受け手のほうにメリットがなくなったん

で、これからもう１０年という契約が減る可能性はあるかと思うんですけども、たしか３年とか

５年とか１０年という契約期間から、受け手への助成が今まであったのがなくなったんで。

ほかに何かございませんか。よろしいですか。どうぞ。

○２番 議案の２６号の９２番のあれで、小作料が１反当たり１０万円ってなっていますけど、これ

で合うのでしょうか。

○藤井会長 ９０何番……。
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○１２番 １９ページの下から２番目、これうちですね。これ、一番右側見ていただいたら分かる。

所有権の移転で、田んぼ引き取ってもらえんかって頼まれて、もう将来使い道がないけえ、地元

で。うちも会社、若い人間が、３０歳ぐらいのばっかり入っちょるんで、これ引き継ごうかと思い

よって、これらに聞いたら、ああ、欲しいですって言うから、うちが買うことに。反当たり１０万

円で、１０万円ぐらいは出してあげんにゃあ気の毒かなと思って、ただでもええとかって言うてで

すけど、気持ちの問題で、２０万円ちょっとぐらいで買うことに。

○藤井会長 これ、事務局に確認ですけど、所有権の移転のときに、金額ここに載せることがあるん

ですか。今まで見たことないけえ、ここ、小作料の欄でしょう。（発言する者あり）ああ、そうや

ね。

○事務局 本件は、所有権の移転ということですので、売買価格のほうの記載があるということで

す。

○藤井会長 今までもあったんですか。

○事務局 すいません、ちょっと今までどうだったかは。

○藤井会長 分かりました。所有権が移ったときに、その農地が幾らの値段で取引されたのかも、実

態として僕たちも知りたい思いはあるんですけども、なかなかこれ、皆さん方も聞きにくい面もあ

ろうかと思うんですけれども、できればそういった情報、できるだけ委員会としても共有したいと

思いますので、無理にはお願いするわけにはいきませんけども、ちょっと話の中でこういうことが

聞き出せたら、ぜひそういうことはみんなでちょっと共有したいと思いますので、これからの所有

権の移転のときにはその辺のところも触れてみていただければありがたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

これはもう長い間、農地の売買なんかの間に入ることもあるんですけども、一体今、どの地区で

どのくらいの値段で動きよるか、なかなか把握できていないもんで、間に入ってもとまどうことが

多いんで、ぜひ、その辺のところを皆さんで共有できればなというふうに思いますので。

農業会議としても、できるだけその実態を把握するようにということにはなって、実際にきてお

りますので、ぜひその辺のところを御協力お願いしたいというふうに思います。

よろしいでしょうか。ほかに何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 ございませんか。御意見がないようですので、採決に入ります。議案第

２６号、２７号、承認いただける方、挙手お願いします。

〔賛成者挙手〕

○藤井会長 ありがとうございます。全員賛成ということで、議案第２６号、２７号、承認いたしま

す。
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続きまして、報告事項が２９号から３４号までございます。目を通していただいて、何か御意見

があればお願いいたします。ございませんか。

では、──────さんのこの合意解約、どういった案件ですか。（「３０ページですか」と呼ぶ者あ

り）そう。

○１６番 これは、合意解約しているんですけれども、その後、相続人が、──────────というのが

亡くなっているんです、既に。──────────という方に相続されたんで、──────────との間で議

案２６号の中の、何ページだったかな……。

○藤井会長 １１番。

○１６番 すいません、２２ページの公益財団法人やまぐち農林振興公社との間で契約を切り替えた

ということです。

その前が、どこかページあったと思うんですが……、１９ページ。だから、切畑ファーム

と──────────で合意解約をして、その相続人である──────────が、農林振興公社へ利用権を設

定して、農林振興公社から──────と、こういうことです。

○藤井会長 ありがとうございます。

○１６番 相続手続が完了したんで、変えたということです。

○藤井会長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井会長 よろしいですか。御意見がないようですので、以上で議案審議を閉じたいというふうに

思います。

午後２時40分閉会

──────────────────────────────
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

令和３年 ５月１９日

議 長 藤井 伸昌

署名委員

署名委員


